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<要約> 

2019 年 8 月 8 日、国家市場監督管理総局は「食品安全サンプル検査管理弁法」（以
下、「本弁法」という）を公表した。10 月 1 日から施行されている。 

本弁法は 2015 年に施行された旧弁法を改正したもので、上位法に合わせた見直し
や新業態への対応が行われている。 

1. サンプル検査の計画 

市場監督管理部門は管轄地域における検査実施計画を策定するが、これ以外に不定期

でサンプル検査を実施してよいとしている。検査の重点対象は、汚染レベルが上昇して

いる食品、流通量・消費量が多く消費者からの苦情が多い食品、乳幼児向けの食品、学

校の食堂や観光地の飲食店および給食サービスの食品、海外で健康被害が発生しており

国内でも危険がある食品などとなっている。(8 条、10 条)。 

2. サンプリングの実施 

検査は市場監督管理部門が自ら行うか専門機関に委託して行い、サンプルの購入費用

を支払うよう定めている。(11 条、12 条) 

また検査の実施を事前に通知してはならないとした上で、検査員は食品販売者の経営

場所、倉庫、あるいは生産者の完成品保管場所から無作為にサンプルを選び、生産者か

らサンプルの提供を受けてはならないとした。(15 条) 

自動販売機や無人スーパー等に対するサンプル検査については、本弁法およびインタ

ーネットで販売される食品の安全監督サンプル検査に関する規定に基づいて検査を行

うとしている。(54 条) 



 
 

-2- 
本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判
断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりま
すので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クラ
ラオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止い
たします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日
本国外で配布することは禁止いたします。 

© CLARA ONLINE, Inc. 2020 All rights reserved.  

CLARA ONLINE China Business Report 
2020.1.14 
 

Redistribution Prohibited 再配布禁止 

3. 検査と結果報告 

検査機関はサンプルを受領した日から 20 営業日以内に検査を行い、合格であれば検

査結果が出てから 7 営業日以内に市場監督管理部門に報告するとした。不合格の場合は

2 営業日以内に報告した後、当該サンプルの生産経営者、食品卸売業者、EC プラット

フォーム等にも通知するとしている。(24 条、26 条、29 条) 

不合格となった食品は直ちに生産、販売を一時中止し、市場に出回っている商品の回

収をおこなうよう求めた。(40 条) 

市場監督管理部門は政府の WEB サイトなどを通じて広く社会にサンプル調査の結果

と不合格食品のリストを公表するとともに、当該食品の生産経営者の信用情報に記載す

るとしている。(46 条) 

 

●原文(中国語) 
http://www.samr.gov.cn/spcjs/cjjc/qtwj/201908/t20190819_306097.html  

 

本レポートは「中国法令アラートサービス 2019 年 10 月号」の内容を一部抜粋、編集したもの

です。「中国法令アラートサービス」では、最新の法令・制度変更に関する詳細および予想され

る影響、クララオンラインが実務で得た動向変化に関する情報等を毎月レポート形式でお届け

しています。 https://www.clara.jp/consulting/ 

 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としており
ません。また法律・条令の適用と影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的
な事業展開にあたってはクララオンライン コンサルティングサービスチームより御社の状況に
特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします。また本書の内容は 2020 年 1 月
14 日時点で編集されたものであり、その時点の法律及び情報、為替レートに基づいています。 

本書はクララオンライン コンサルティングサービスチームにより作成されたものです。クララオンライン
の中国ビジネスコンサルティングサービスに関するお問い合わせは次の連絡先までお気軽にご連絡くださ
い。sales@clara.ad.jp または +81(3)4213-0787(直通) 
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